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（別紙４） 

関係法令の定め等 

 

○ 航空法（ただし、平成２９年法律第４５号による改正前のもの） 

 5 

⑴ １条によれば、航空法は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書と

して採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空

機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航

して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するととも

にその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もって公10 

共の福祉を増進することを目的とする。 

⑵ア ２条１３項によれば、「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸及び着陸が

頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等（空港法２条に規定

する空港その他の飛行場・航空法２条４項及び６項）並びにその付近の上空

の空域であって、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土15 

交通大臣が告示で指定するものをいう。 

これを受けて定められた「航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関

する告示」（昭和３７年運輸省告示第１４０号）によれば、羽田空港の標点

を中心とする半径９ｋｍの円内の区域の直上空域で高度９００ｍ以下のもの

が航空交通管制圏（東京管制圏）として指定されている。 20 

イ ２条１４項によれば、「航空交通情報圏」とは、同条１３項に規定する空

港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域

であって、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大

臣が告示で指定するものをいう。 

⑶ ２条１７項によれば、「計器飛行方式」とは、以下の飛行の方式をいう。 25 

ア 同条１３項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続
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く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのため

の降下飛行を、航空交通管制圏又は航空交通管制区（地表又は水面から２０

０ｍ以上の高さの空域であって、航空交通の安全のために国土交通大臣が告

示で指定するもの・同条１２項）において、国土交通大臣が定める経路又は

９６条１項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、5 

その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に

常時従って行う飛行の方式（１号） 

イ ２条１４項の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸及びこれに引き続

く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのため

の降下飛行を、航空交通情報圏（航空交通管制区である部分を除く。）にお10 

いて、国土交通大臣が定める経路により、かつ、９６条の２第１項の規定に

より国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式（２号） 

ウ アに規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を９６条１項の規定

により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従

って行う飛行の方式（３号） 15 

⑷ア ２条１８項によれば、「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機

を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 

イ ２条１９項によれば、「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と本邦外

の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。 

ウ ２条２０条によれば、「国内定期航空運送事業」とは、本邦内の各地間に20 

路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をい

う。 

⑸ １０条４項によれば、国土交通大臣は、航空機について耐空証明の申請があ

ったときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過

程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証25 

明をしなければならない（４項）。 
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ア 航空法施行規則（令和２年国土交通省令第１７号による改正前のもの。以

下同じ。）１４条１項、附属書第１で定める安全性を確保するための強度、

構造及び性能についての基準（１号） 

イ 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項

が航空法施行規則１４条２項、附属書第２の適用を受ける航空機にあっては、5 

同規則附属書第２に定める騒音の基準（２号） 

ウ 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が航空法施行規則１４

条３項、附属書第３又は第４で定めるものである航空機にあっては、同附属

書第３又は第４に定める発動機の排出物の基準（３号） 

⑹ １１条１項によれば、航空機は、原則として、有効な耐空証明を受けている10 

ものでなければ、航空の用に供してはならない。 

⑺ ８０条によれば、航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険

を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならないが、国土交通大臣の許

可を受けた場合は、この限りでない。 

同条を受けて定められた航空法施行規則１７３条によれば、航空法８０条の15 

規定により航空機の飛行を禁止する区域は、原則として、飛行禁止区域（その

上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域）及び飛行制限区域（その

上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域）の別に告示で定

められる。 

⑻ア ８３条本文によれば、航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、20 

並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交

通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなけれ

ばならない。 

イ ８３条本文を受けて定められた航空法施行規則１８９条１項によれば、航

空機は、空港等及びその周辺において、以下の ないし に掲げる基準に従25 

って航行しなければならないが、航空法９６条１項の規定による国土交通大
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臣の指示であって に掲げる基準と異なる指示があった場合等はこの限りで

ない。 

 計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛

行の方式に従うこと（１号）。 

 計器飛行方式により離陸しようとする場合であって空港等における気象5 

状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しな

いこと（２号）。 

 計器飛行方式により着陸しようとする場合であって次に掲げるときは、

着陸のための進入を継続しないこと（３号）。 

ａ 進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空10 

港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続するこ

とができる最低の気象条件未満であるとき（イ）。 

ｂ 進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別す

ることによる当該航空機の位置の確認ができなくなったとき（ロ）。 

ウ 航空法施行規則１８９条２項によれば、国土交通大臣は、空港等ごとに、15 

前記イ の飛行の方式、同 及び の規定による気象条件並びに の規定に

よる進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標

を定める。 

エ 航空法施行規則１９１条によれば、航空機は、他の航空機が発動機の故障、

燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知ったときは、１８９条等の規定20 

にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなけ

ればならない。 

⑼ ８９条本文によれば、何人も、航空機から物件を投下してはならない。 

⑽ ９６条１項によれば、航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏におい

ては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しく25 

は着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従って
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航行しなければならない。 

なお、同項における国土交通大臣の権限は空港事務所長に委任され（航空法

１３７条１項、２項、同法施行規則２４０条１項（３３号に係る部分）、２４０

条の２第２項）、空港事務所は、地方航空局の所掌事務のうち、飛行場管制業務

及びターミナル・レーダー管制業務に関する事務を分掌し、東京空港事務所に5 

おける航空管制官は、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に関

する事務をつかさどる（地方航空局組織規則（ただし、令和２年国土交通省令

第３３号による改正前のもの）３７条（１８号に係る部分）、５６条６項（１

号に係る部分）、７項）。 

⑾ ９７条１項によれば、航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若し10 

くは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通

管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定

めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければ

ならない。 

そして、同条３項本文によれば、同条１項の規定により、飛行計画の承認を15 

受けた航空機は、９６条１項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従

って航行しなければならない。 

なお、同条１項を受けて定められた航空法施行規則２０３条１項によれば、

飛行計画の記載事項は航空機の型式等の情報や機長の氏名、出発地及び移動開

始時刻、巡航高度等であり、「飛行の方式」（１８９条１項１号）は含まれて20 

いない。 

⑿ ９９条１項、航空法施行規則２０９条の２第２項によれば、国土交通大臣は、

書面、口頭又は電磁的方法により、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため

必要な情報（航空情報）を提供しなければならない。 

国土交通大臣は、航空法９９条１項を受けて、航空路誌（ＡＩＰ）やノータ25 

ム（Ｎｏｔｉｃｅ Ｔｏ Ａｉｒｍｅｎ）により航空情報の提供を行っている
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（弁論の全趣旨）。 

航空法施行規則２０９条の２第１項（４号に係る部分）によれば、「飛行の

方式」（１８９条１項１号）は、航空情報に該当する。 

⒀ア 航空運送事業を経営しようとする者は、事業計画等を記載した申請書を提

出の上、国土交通大臣の許可を受けなければならず（航空法１００条１項、5 

２項）、上記許可を受けた者である本邦航空運送事業者が事業計画を変更す

る際は、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない（同法１０

９条１項）。 

イ アの許可の申請に当たり、航空運送事業を経営しようとする者は、部品等

脱落防止措置（最大離陸重量が５７００ｋｇを超える飛行機の運航に伴う部10 

品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。）の内容（航空法施行規

則２１０条１項９号）等を事業計画に記載しなければならない。 

ウ アの許可の申請に当たり、国際航空運送事業を経営しようとする者は、前

記イの事項に加えて「路線を定めて一定の日時により航行する航空機により

国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、15 

運航回数、発着日時及び使用航空機の型式」（航空法施行規則２１０条２項

１号）等を事業計画に記載しなければならない。 

⒁ 混雑空港（航空法１０７条の３第１項、同法施行規則２１９条の２。当該空

港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港にお

ける一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるもの20 

として国土交通省令で指定する空港をいい、羽田空港はこれに指定されてい

る。）を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業

者は、混雑空港ごとに、運航計画（航空法１０７条の２第１項。路線ごとの使

用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式等の同法施行規則２１９

条で定める事項を記載した計画）を記載した申請書を提出し、当該混雑空港を25 

使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならず
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（航空法１０７条の３第１項及び２項）、運航計画を変更する際は国土交通大

臣の認可を受けなければならない（同法１０７条の３第６項）。 

⒂ 航空運送事業を経営しようとする外国人国際航空運送事業者（航空法１２６

条１項）は、事業計画を提出の上、国土交通大臣の許可を受けなければならず

（同法１２９条１項、２項）、事業計画等を変更する際は原則として国土交通5 

大臣の認可を受けなければならない（同法１２９条の３第２項）。上記許可の

申請に当たり、外国人国際航空運送事業者は、「運航回数及び発着日時」（同

法施行規則２３２条１項７号ハ）、「部品等脱落防止措置の内容」（同号ト）

等を事業計画に記載しなければならない。 

⒃ア １４３条（１号に係る部分）によれば、航空機の使用者が１１条１項の規10 

定に違反して、耐空証明を受けないで当該航空機を航空の用に供したときに

は、３年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処せられ、又はこれを

併科される。 

イ １５０条（７号に係る部分）によれば、８９条の規定に違反して航空機か

ら物件を投下したときには、５０万円以下の罰金に処せられる。 15 

ウ １５４条１項（２号、８号及び１０号に係る部分）によれば、航空機乗組

員が、８０条又は８３条の規定に違反して航空機を運航したとき、９６条１

項の規定による指示に従わないで航空機を運航したとき及び９７条３項の規

定に違反して飛行計画に従わないで航空機を運航したときには、５０万円以

下の罰金に処せられる。 20 

 

○ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（昭和

４２年法律第１１０号。以下「航空機騒音防止法」という。） 

 

⑴ １条によれば、航空機騒音防止法は、公共用飛行場の周辺における航空機の25 

騒音により生ずる障害の防止、航空機の離着陸の頻繁な実施により生ずる損失
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の補償その他必要な措置について定めることにより、関係住民の生活の安定及

び福祉の向上に寄与することを目的とする。 

⑵ ２条によれば、「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場で

あって、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸の頻繁な実施により生ずる

騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの並びに成田国際空港及5 

び大阪国際空港をいう。 

なお、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法

律施行令（昭和４２年政令第２８４号。以下「航空機騒音防止法施行令」とい

う。）１条によれば、東京国際空港は特定飛行場に当たる。 

⑶ ３条によれば、国土交通大臣は、公共用飛行場の周辺における航空機の騒音10 

により生ずる障害を防止し、又は軽減するため必要があると認めるときは、航

空交通の安全を阻害しない限度において、当該飛行場において航空機が離陸し、

又は着陸することができる経路又は時間その他当該飛行場及びその周辺におけ

る航空機の航行の方法を告示で指定することができ（１項）、航空機は、かか

る指定があったときは、航行の安全を確保するためやむを得ないと認められる15 

場合等を除き、これに従わなければならない（２項）。 

⑶ ４０条１項によれば、国土交通大臣は、前記⑵の指定をしようとするとき、

あらかじめ、当該指定に係る飛行場の周辺地域を管轄する都道府県知事の意見

をきかなければならない。 

⑷ア ８条の２によれば、特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより航20 

空機の騒音により生ずる障害が著しいと認めて国土交通大臣が指定する特定

飛行場の周辺の区域（以下「第一種区域」という。）に当該指定の際現に所在

する住宅について、その所有者等が航空機の騒音により生ずる障害を防止し、

又は軽減するため必要な工事を行うときは、その工事に関し助成の措置をと

る。 25 

イ ９条１項によれば、特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第
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一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交

通大臣が指定する区域（以下「第二種区域」という。）に当該指定の際現に所

在する建物等の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し、又は

除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の

権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、5 

当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。 

また、９条２項によれば、特定飛行場の設置者は、政令で定めるところに

より第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るとき

は、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 

ウ ９条の２によれば、特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第10 

二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あ

わせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交

通大臣が指定する区域（以下「第三種区域」という。）に所在する土地で９条

２項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備され

るよう必要な措置をとり（１項）、上記土地以外の第三種区域に所在する土地15 

についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適

当な措置をとる（２項）。 

エ 航空機騒音防止法施行令６条、公共用飛行場周辺における航空機騒音によ

る障害の防止等に関する法律施行規則（昭和４９年運輸省令第６号。以下

「航空機騒音防止法施行規則」という。）３項によれば、第一種区域、第二種20 

区域又は第三種区域の指定は、時間帯補正等価騒音レベル（Ｌｄｅｎ。当該

飛行場において離陸し、又は着陸する航空機による騒音の影響度をその騒音

の強度、発生の回数及び時間帯その他の事項を考慮して航空機騒音防止法施

行規則２項で定められた算定方法で算定した値をいう。）が、第一種区域にあ

ってはＬｄｅｎ６２デシベル、第二種区域にあってはＬｄｅｎ７３デシベル、25 

第三種区域にあってはＬｄｅｎ７６デシベル以上である区域を基準として行
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われる。 

 

○ 環境基本法（平成５年法律第９１号） 

 

⑴ １６条によれば、政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に5 

係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保

全する上で維持されることが望ましい基準を定め（１項）、政府は、この基準が

確保されるように努めなければならない（４項）。 

⑵ １６条１項に基づく告示である「航空機騒音に係る環境基準について」（昭

和４８年環境庁告示第１５４号・乙４２。以下「現行環境基準」という。）に10 

おいては、航空機の騒音に係る環境基準として、地域の類型Ⅰ（専ら住居の用

に供される地域）の基準値はＬｄｅｎ５７デシベル以下、地域の類型Ⅱ（Ⅰ以

外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域）の基準値はＬｄｅｎ

６２デシベル以下と定められている（第１の１）。 

なお、現行環境基準は、第一種空港（羽田空港はこれに含まれる。）におけ15 

る基準の達成期間について、原則として１０年を超える期間内に可及的速やか

に達成することとしているが、段階的に基準が達成されるよう、中間的な目標

として、①５年以内に、Ｌｄｅｎ７０デシベル未満とすること又はＬｄｅｎ７

０デシベル以上の地域において屋内でＬｄｅｎ５０デシベル以下とすること、

②１０年以内に、Ｌｄｅｎ６２デシベル未満とすること又はＬｄｅｎ６２デシ20 

ベル以上の地域において屋内でＬｄｅｎ４７デシベル以下とすることを定めて

いる（第２）。 
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別紙２、別紙５及び別紙６は掲載省略 


